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香川県NPO基金
（香川県特定非営利活動促進基金）

Q1. 寄附金は、いつ団体に届きますか？
A1. 各年度でなされた寄附金を原資に、外
部有識者による審査委員会（香川県ボ
ランティア・ＮＰＯ支援事業選考委員
会）の意見を伺い、原則、翌年度に県
から補助金として交付します。

Q2. 希望する団体に交付されない場合、
　　寄附金は返してもらえますか？

A2. 特定の団体や分野への支援を希望され
た寄附金については、その意向をでき
るだけ尊重させていただきますが、ご
希望に添えない場合でも、寄附金を返
還することはできません。

Q3. 寄附金の全額が特定の団体や分野への
補助金になりますか？
A3. 寄附金の一部は、ＮＰＯ支援施策のため
の経費（例：講座の開催）に充てさせて
いただきます。

Q4. 寄附金はいくらまで可能ですか？
A4. 寄附金額に上限はありませんが、一団
体への一年度あたりの補助金額の上限
は、300万円となっております。また、
事務処理上、千円未満の端数は受付け
ておりません。

次の３つの区分から選んでいただけます。

　基金からの助成を受けられる団体として登録さ

れている「基金登録団体」から選択してください。

団体については、ホームページでご確認いただく

か、県にお問い合わせください。

　次の活動に該当する具体的な分野の指定も可能
です。

1.保健・医療・福祉

2.社会教育

3.まちづくり

4.観光振興

5.農山漁村・中山間地域支援

6.学術・文化・芸術・スポーツ

7.環境保全

8.災害救援

9.地域安全

10.人権・平和

11.国際協力

12.男女共同参画

13.子どもの健全育成

14.情報化社会

15.科学技術

16.経済活動

17.職能開発・雇用拡充

18.消費者保護

19.ＮＰＯ支援

基金に関するQ＆A香川県NPO基金への寄附

分野指定

寄 附

団体指定

寄 附

支援したい活動分野を次の

活動の中から選択して支援

団体を指定して支援

香川県政策部男女参画・県民活動課
〒760 -8570 高松市番町四丁目１番１０号

kenmin@pref.kagawa.lg.jp

087-831-1165087-832-3174　香川県が発行する所定の納付書により、直接お近
くの金融機関（銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、

農業協同組合）に寄附金を納付してください。なお、

納付書が必要な方は、連絡をいただければ、お送りい

たします。　寄附金を納付する際、支援したい団体や活動
分野がある場合は、寄附目的欄に記入してくだ
さい。

納付方法

団体も分野も指定せずに支援します。

一般寄附 広くＮＰＯ活動を支援



基 金 の 流 れ

　地域の課題に主体的に取り組むＮＰＯの活動
は、新たな公的サービスの担い手として定着し
ていますが、その活動を継続し拡大していくう
えで、資金不足が課題となっています。このた
め、個人や企業等広く皆様から寄附金を募り、
これを原資として、ＮＰＯの活動助成などの支
援を行うものです。

　当基金に寄附をした場合、地方公共団体への
寄附として扱われ、税法上の優遇措置があります。

❶所得税・個人住民税（ふるさと納税）

　原則として、次の金額が所得税・個人住
民税から全額控除されます。

（一定の上限があります。）

❷相続税

　相続又は遺贈により取得した財産を、申
告期限内に一定の要件を満たし寄附した場

合、その寄附をした財産は、相続税の課税

価格の計算に算入されません。

税法上の優遇措置につい
て、詳しくは、

「総務省ふるさと納税
ポータルサイト
税金の控除について」
をご参照ください。

個人の場合

法人の場合
寄附金額の全額が損金算入されます。
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税法上の優遇措置があります！
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香川県ＮＰＯ基金は、

地域の課題に取組むＮＰＯを皆様とともに支えるための制度です。

香川県ＮＰＯ基金は、

地域の課題に取組むＮＰＯを皆様とともに支えるための制度です。
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